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専門委員（五十音順）

所属 役職 氏名

中津川市 市長 青山 節児

中日新聞社 論説委員 飯尾  歩

池田木材株式会社 代表取締役社長 池田 聡寿(欠席）

信州大学農学部 教授 植木 達人(欠席）

和歌山大学観光学部 教授 大浦 由美

鳥取大学農学部 名誉教授 大住 克博

上松町 町長 大屋 誠(欠席）

信州大学農学部 教授 岡野 哲郎

木曽官材市売協同組合 理事長 勝野 智明

東京農業大学地域環境科学部 准教授 下嶋  聖

付知町まちづくり協議会 会長 早川 正人

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 研究ディレクター 正木 隆

信濃毎日新聞社 編集委員 増田 正昭

豊橋技術科学大学 理事・副学長 山本 進一

東京大学大学院 名誉教授 山本 博一

公益財団法人日本自然保護協会 参与 横山 隆一

木曽悠久の森 管理委員会 出席者名簿（敬称略）
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中部森林管理局

所属 役職 氏名

中部森林管理局 局長 上 練三

計画保全部 部長 畑 茂樹

森林整備部 部長 山口 孝

計画保全部計画課 保全課長 高嶋 正明

森林整備部森林整備課 課長 加藤 孝

森林整備部資源活用課 課長 郷原 辰実

森林整備部資源活用課 企画官（木材需給対策） 永瀬 庄栄

計画保全部計画課 計画課長 岡田 裕貴

計画保全部計画課 流域管理指導官 安田 孝雄

計画保全部計画課 計画調整官 松木 邦昭

計画保全部計画課 企画官（森林資源評価） 熊﨑 裕文

計画保全部計画課 森林施業調整官 前田 英孝

木曽森林管理署 署長 青木 正伸

木曽森林管理署 企画官（供給戦略） 三井 正

木曽森林管理署 森林技術指導官 早川 幸治

木曽森林管理署 総括森林整備官 古畑 輝雄

木曽森林管理署南木曾支署 支署長 田村 英雄

木曽森林管理署南木曾支署 森林技術指導官 原 浩美

木曽森林管理署南木曾支署 総括森林整備官 三村 晴彦

東濃森林管理署 署長 千葉 求

東濃森林管理署 森林技術指導官 小竹 尚久

東濃森林管理署 総括森林整備官 村木 英徳

森林技術・支援センター 所長 曽我 義孝

木曽森林ふれあいセンター 所長 由井 克彦

木曽森林ふれあいセンター 自然再生指導官 梅田 英孝
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自然休養林のゾーン区分毎の取扱について

ゾーン区分 法令等の指定 森林の現況及び目標とする森林の取扱い 施設の設置基準等

自然観察教育
ゾーン

保健保安林
鳥獣保護区
木曽悠久の森

　木曽ヒノキ、アスナロの天然林等からなる「木曽
悠久の森」核心地域（コアa）である。
　当区域を①木曽悠久の森管理基本計画の取扱いを
優先する区域、②レクリエーションの森としての管
理を優先する区域、③利用者の入り込みを制限する
区域、④試験地に区分する。現状が天然林である森
林は、原則、人為を加えず自然の推移に委ねること
とし、現状が人工林である森林は、抜き伐りなどで
更新を促進し天然林へ誘導する。ただし、②の区域
の施設周辺については、必要に応じ灌木等の除去を
行う。
　また、危険木については木曽悠久の森における危
険木の取扱要領による。

　区分ごとの取扱い
は、
①：施設（歩道を含
む）の整備は行わな
い。
②、③：既存施設（歩
道を含む）の整備・改
良にとどめる。新たな
施設については、原則
として設置しない。
④：試験地の取扱いに
よる。

森林スポーツ
ゾーン

水源かん養保安林
保健保安林
保健保安林見込み
地
鳥獣保護区
木曽悠久の森

　南股沢上流部に区画された区域で、園地、駐車
場、宿舎等が集中的に整備されている区域であり、
人工林ヒノキ、サワラで８割、残りの天然ヒノキか
らなる「木曽悠久の森」核心地域（コアa）と緩衝地
域である。レクリエーションの森としての管理を優
先する区域として、現状が天然林である森林は、原
則、人為を加えず自然の推移に委ねることとし、現
状が人工林である森林は、抜き伐りなどで更新を促
進し天然林へ誘導する。ただし、施設周辺について
は、必要に応じ灌木等の除去を行う。
　また、危険木については木曽悠久の森における危
険木の取扱要領による。

　既存施設（歩道を含
む）の整備・改良にと
どめる。新たな施設に
ついては、原則として
設置しない。

注１：次に掲げる行為については、必要に応じて行うことができるものとする。
・学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他の公益上の事由により必要と認められる行為
・山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害の復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災
害に際して必要と認められる行為
・鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為
・法令等の規定に基づき行うべき行為
注２：灌木等の除去については、施設（歩道を含む）周辺に限り実施できるものとし、レクリエーションの森
としての景観を確保するため、「灌木等の除去」の一つとして、アスナロの除去を行うことができるものとす
る。施設周辺以外での作業が必要になった場合には、木曽悠久の森　森林総合利用・地域振興専門部会及び植
生管理専門部会へ相談することとする。
注３：自然観察教育ゾーンの「③利用者の入り込みを制限する区域」への入林については、学術研究や自然観
察教育を目的とするものを原則とし、かつ木曽森林管理署長が必要と認める場合に限るものとする。

風景ゾーン

保健保安林
鳥獣保護区
次代検定林
木曽悠久の森

 利用者の集中する自然観察教育ゾーン及び森林ス
ポーツゾーンの背景林的役割を持つ森林であり、天
然林ヒノキ、サワラと人工林ヒノキからなる「木曽
悠久の森」核心地域（コアa）である。木曽悠久の森
管理基本計画の取扱いを優先する区域として、現状
が天然林である森林は、原則、人為を加えず自然の
推移に委ねることとし、現状が人工林である森林
は、抜き伐りなどで更新を促進し天然林へ誘導す
る。
　また、危険木については木曽悠久の森における危
険木の取扱要領による。

　原則として施設（歩
道を含む）の整備は行
わない。

風致探勝ゾーン
保健保安林
次代検定林
木曽悠久の森

　南股沢に沿って帯状に区画された区域で、この中
に赤沢駐車場まで林道が開設されている。渓谷に
沿って休養林中心部まで自然探勝に利用されている
区域であり、人工林ヒノキ、サワラ等からなる「木
曽悠久の森」核心地域（コアb）と緩衝地域である。
レクリエーションの森としての管理を優先する区域
として、現状が天然林である森林は、原則、人為を
加えず自然の推移に委ねることとし、現状が人工林
である森林は、抜き伐りなどで更新を促進し天然林
へ誘導する。ただし、施設周辺については必要に応
じ灌木等の除去を行う。
　また、危険木については木曽悠久の森における危
険木の取扱要領による。

　既存施設（歩道を含
む）の整備・改良にと
どめる。新たな施設に
ついては、原則として
設置しない。
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中部森林管理局

令和３年度策定

地域管理経営計画（案）等の概要

Ⅰ 対象となる森林計画区
中部森林管理局では、管内の14森林計画区について、５年毎に「地域管理経営計画」と

「国有林野施業実施計画」を策定しています。
令和３年度は、そのうち３森林計画区について、令和４年４月１日からの５年間の計画

を策定します。また、併せて３森林計画区の計画を変更します。

○経常策定する森林計画

神通川（富山県）、木曽谷（長野県）、飛騨川（岐阜県）

○変更する森林計画区

中部山岳（長野県）、千曲川上流（長野県）、伊那谷（長野県）

「地域管理経営計画」とは、

森林管理局長が、「国有林野の管理経営に関する基本計画」に即し、「国有林の地域別の

森林計画」との調和を保ち、森林計画区毎に、今後５年間を見通した管理経営の基本的な事

項を定める計画

「国有林野施業実施計画」とは、

森林管理局長が、「国有林の地域別の森林計画」及び「地域管理経営計画」に即して、国

有林野の箇所別に今後５年間の森林の管理経営及び森林の施業（伐採、更新等の保育、林道、

治山の計画量）について定める計画

公益重視の管理経営の一層の推進をするため、重視すべき機能に応じて、国有林野を山
地災害防止タイプ、自然維持タイプ、森林空間利用タイプ、快適環境形成タイプ、水源かん養
機能タイプの５タイプに区分し、それぞれの機能の発揮を目的として管理経営を行います。

1
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（１） 位置等

１ 計画区の概要

[人工林、天然林の分布]

［機能類型］

[ 国有林の分布 ]

〔木曽谷森林計画区〕

民有林

河川・湖沼

道路

鉄道

行政界
○ ○

○

［人工林の齢級配置］

（２） 森林の構成と特徴

（３） 国有林野の現況面積比

本計画区は、長野県南西部の木曽地域３町
３村に所在する国有林89,441haを対象にして
おり、民有林を含む計画区全体の森林面積の
62％を占めています。

本計画区は、中京圏の重要な水源地帯となっ
ており、国土の保全、水源の涵養、自然環境の
保全等の公益的機能の発揮に大きな役割を果た
しています。

森林浴発祥の地である赤沢自然休養林のほ
か、優れた自然景観に恵まれた木曽御岳自然休
養林や阿寺風致探勝林等があり、保健休養の場
として中京圏等から多くの人が訪れています。

森林の現況は、面積割合で天然林50％、人工
林40％、その他が10％となっています。天然林
は、木曽ヒノキ、モミ、ツガ等の針葉樹が多く
を占め、人工林は、ヒノキが66％、カラマツが
27％を占めています。人工林約36千haについて
は、81年生以上の高齢級の林分が多いのが特徴
です。

天然林

人工林

その他

国有林野

凡例

山地災害防

止タイプ

28%

自然維持

タイプ

26%

森林空間利用タイプ

4%

水源涵養

タイプ

42%

人工林

40%

天然林

50%

その他

10%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

面積(ha)

齢級 2

御岳山
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(1） 主要事業の実施（５カ年分の計画量）

注：保全施設の箇所数は｢単位流域｣の数。注：保全施設の箇所数は｢単位流域｣の数。

○ 災害に強く安全で安心な国土づくりのため、流域治水の取組とも連携を図りなが
ら、保全施設の設置や保安林の整備を行います。

○ 健全な森林を育成し、公益的機能の維持増進を図るため、主伐・間伐等を計画します。

○ 効率的な森林施業、森林の適正な管理
の基盤である路網を整備するため、林道
の開設や改良を計画します。

２ 主要事業と主な取組

注： 臨時伐採とは、事業実行上の支障木等で、計画時点の箇所付
けができないもの。

注：【 】は箇所数。注：【 】は箇所数。

・本計画区は、水源涵養タイプが42％を占めていることから、主に渇水緩和や水質保全等水
源涵養機能の発揮を第一として、森林の現況等に応じた施業を実施します。
・また、山地災害防止タイプが28％を占め、土砂の流出、崩壊の防備など国土保全の役割が
期待されることから、間伐等の森林整備事業及び治山事業を適切に実施します。
・自然維持タイプについては、生物多様性の保全機能を発揮するため、貴重な森林生態系の
保護・管理に取り組みます。特に、「木曽悠久の森」にも設定している木曽生物群集保護林
においては、順応的管理による長期にわたる施業等の実施を通じて、温帯性針葉樹林の保
存・復元に取り組みます。

・森林病害虫やニホンジカによる被害については、地域の関心が高いことから、関係機関及
び地域関係者と連携しながら、被害の種類に応じた適切な対策に努めます。

・水源涵養機能、山地災害防止機能などの森林の持つ公益的機能の維持増進との均衡を図り
ながら木材の供給を図るとともに、10齢級以上の人工林が72％とその多くを占めることから、
林齢構成の平準化にも配慮しつつ、主伐期を迎えた人工林の主伐・再造林を実施します。

注： 新計画の主伐面積には、分収育林120.42haが含まれている
（主伐面積の23%）。

3御嶽山噴火に対応した土石流対策

更 新 新計画 現計画 増 減
人工造林 241.8 ha 146.5 ha 95.3 ha
天然更新 799.2 ha 59.1 ha 740.1 ha

計 1,041.0 ha 205.6 ha 835.4 ha

保 育 新計画 現計画 増 減
下 刈 835.8 ha 544.3 ha 291.5 ha
つる切 269.7 ha 122.2 ha 147.5 ha
除 伐 1,805 ha 1,325 ha 480.1 ha
枝 打 0 ha 0 ha 0 ha

林 道 新計画 現計画
開 設 16,890 ｍ【 12 】 28,700 ｍ【 18 】
改 良 2,290 ｍ【 128 】 8,480 ｍ【 230 】

治 山 新計画 現計画
保全施設 47 箇所 163 箇所

保安林整備 1,227.7 ha 1,671.3 ha

※現計画の実績については、地域管理経営計画書に記載。

伐 採 新計画 現計画 増 減
主 伐 145,931 ㎥ 135,305 ㎥ 10,626 ㎥
間 伐 550,689 ㎥ 721,382 ㎥ -170,693 ㎥
臨 伐 99,390 ㎥ 99,813 ㎥ -423 ㎥

計 796,010 ㎥ 956,500 ㎥ -160,490 ㎥

伐 採 新計画 現計画 増 減
主 伐 533.2 ha 550.2 ha -17.0 ha
間 伐 5,410.4 ha 6,384.8 ha -974.4 ha

- 9-



保護林の設定状況

自然環境の維持、動植物や遺伝資源の保護
等を目的に設定している「保護林」につい
て、引き続き適切な保護・管理に努めます。

松くい虫被害やナラ枯れ被害をはじめとする森林病害
虫の被害対策について、関係機関及び地域関係者と連携
して早期発見、早期駆除に努めます。

また、ニホンジカについて、くくりワナによる捕獲や
植栽木の保護対策に取り組みます。

〇 森林病害虫と獣害対策

(3) 林産物の供給

〇 渓畔周辺の取扱い

渓畔周辺は、野生生物の生息・生育場所、移動経路、
種子などの供給源等として、生物多様性の保全上重要な
役割を担っているため、本来成立すべき植生による上流
から下流までの連続性を確保すること等により、きめ細
やかな森林生態系ネットワークの形成に努めます。

〇 貴重な森林の保存

(2) 国有林野の維持・保存

〇 国有林材の供給等を通じて木材の安定的・効率的な
供給体制の構築に寄与するよう努めます。

〇 路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト作業
システムの定着を図り、素材（丸太）販売に取り組
みます。また、これまで林内に放置され利用が低位
であった末木枝条等の有効利用も考慮しつつ、木材
の供給に努めます。

○ 高齢級人工林ヒノキ及び高齢級人工林カラマツのブ
ランドの浸透・定着を図るとともに、供給に努めま
す。

〇 合板や集成材等の原料としての利用拡大や、土木分
野における木材の利用範囲の拡大を推進します。

けいはん

木曽生物群集保護林

4

渓畔林

捕獲業務委託による
くくりワナの設置

中央アルプス木曽駒ヶ岳
森林生態系保護地域

「 高 国 木曽ひのき」の販売
まるこうまるこく

燃料用材の供給

種 類 箇 所 面 積(ha)

森林生態系保護地域 1 箇所 4,140 ha

生物群集保護林 4 箇所 12,255 ha

希少個体群保護林 7 箇所 251 ha

計 12 箇所 16,646 ha
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(5) 公益的機能維持増進協定

レクリエーションの森の設定状況

国民の保健、文化、教育的利用に積極的に供することが適当と認められる国有林について
は、「レクリエーションの森」に設定しています。

「赤沢自然休養林」と「滝越森林スポーツ林」は「日本美しの森 お薦め国有林」として
選定されており、優れた自然景観の探勝や森林浴など保健休養の場及び野外スポーツの場と
しての利用を一層推進します。

(4) 国有林野の活用

森林ボランティア団体による森林づくり活動、企業のＣＳＲ活動、学校が行う林業体
験や森林教室等の森林環境教育に対し、フィールドの提供に取り組みます。

(6) 国民の参加による森林の整備

フィールドの提供

国有林に隣接･介在する民有林野のうち、森林所有者等による施業が行われず公益的機
能確保への支障が懸念される森林については、公益的機能維持増進協定制度の活用によ
り、森林所有者等と協定を締結し、国有林と民有林の一体的な整備･保全に努めます。

地域における施業集約化の
取組を推進するため、森林共
同施業団地の設定による民有
林野と連結した路網の整備等
と相互利用の推進、計画的な
間伐や現地検討会等を通じた
森林・林業技術の普及に取り
組みます。

また、民有林の森林経営管
理制度が円滑に機能するよう、
技術支援などに取り組みます。

(7) 民有林の経営に対する支援等

森林共同施業団地

5

種 類 箇 所 面 積(ha)

自然休養林 2 箇所 1,592 ha

森林スポーツ林 2 箇所 279 ha

野外スポーツ地域 3 箇所 674 ha

風致探勝林 6 箇所 625 ha

計 13 箇所 3,170 ha

種 類 箇 所 面 積 設定箇所

ふれあいの森 1 箇所 3 ha 小川入国有林 (上松町)

木の文化を支える森 2 箇所 75 ha 南蘭・賤母国有林
(南木曽町)

多様な活動の森 2 箇所 712 ha 小木曽国有林ほか
(木祖村ほか)

「南木曽伝統工芸の森」での森林整備

赤沢自然休養林

（単位: ha）

名 称 民有林 国有林 施業の内容

上松町団地 5,267 10,822 路網整備･施業連携等

木曽町団地 21,937 7,661 路網整備･施業連携等

木曽町開田団地 8,302 5,274 路網整備･施業連携等

木祖村団地 4,974 7,893 路網整備･施業連携等

王滝村団地 3,865 26,009 路網整備･施業連携等

南木曽町団地 6,037 14,197 路網整備･施業連携等

大桑村団地 4,891 17,586 路網整備･施業連携等
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森林の整備や保全の目
標、そのための推進方
向などを定める

管理経営の方針や、その具体的手法な
どを定める

箇所毎の具体的な計画量を定める

（国有林の地域別の
森林計画）

[158流域 ]

森林法第７条の２の
規定に基づき、森林
管理局長が全国森林
計画に即し、森林計
画区域内の管理経営
する国有林の森林整
備及び保全について
５年ごとにたてる１
０年間の計画

（地域管理経営計画）
[156流域 ]

国有林野の管理経営に関する法律
第６条の規定に基づき、管理経営
基本計画に即し、国有林の地域別
の森林計画との調和を保ち、森林
管理局長が森林計画区域内の管理
経営する国有林野の管理経営につ
いて５年ごとに定める５年間の計
画

（国有林野施業実施計画）
[156流域 ]

国有林野管理経営規程に基づき、
国有林の地域別の森林計画及び地
域管理経営計画に即し、森林管理
局長が森林計画区域内の管理経営
する国有林野の箇所別の伐採、更
新等について５年ごとに定める５
年間の計画

国有林の計画制度の体系

全
国
レ
ベ
ル

流
域
レ
ベ
ル

国有林

〈全国森林計画〉

森林法第４条の規定に基づき、森林・
林業基本計画に即し、農林水産大臣
が、全国の森林整備及び保全について
５年ごとにたてる１５年間の計画

〈森林・林業基本計画〉

森林・林業基本法第11条の規定に基
づき政府が、長期的かつ総合的な政策
の方向及び目標についてたてる計画

（管理経営基本計画）

国有林野の管理経営に関する法律
第4条の規定に基づき、全国森林
計画との調和を保ち、農林水産大
臣が全国の国有林野の管理経営に
ついて5年ごとに定める１０年間
の計画

（地域森林計画）
[158流域 ]

森林法第５条の規定に
基づき、都道府県知事
が全国森林計画に即
し、森林計画区域内の
民有林の森林整備及び
保全について５年ごと
にたてる１０年間の計
画

（市町村森林整備計画）

森林法第１０条の５の規
定に基づき、市町村が当
該市町村内の民有林につ
いて５年ごとにたてる１
０年間の計画

即して

即して 即して

即して

即して

調
和
し
て

即して

（民有林） （国有林）

調
和
し
て

適合して

（森林経営計画）

森林法第１１条の規定に
基づき、森林所有者又は
森林所有者から森林の経
営の委託を受けた者が、
自らが森林の経営を行う
森林について、自発的に
作成する森林整備等につ
いて５年ごとにたてる５
年間の計画

樹
立
時
に
調
整

適合して

地
域
・
属
人
レ
ベ
ル

民有林

＜参考１＞
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個々の国有林野を第一に発揮すべき機能によって５つのタイプに区分し、それぞれの機能の発
揮を目的とした管理経営を行います。

○ 機能類型と管理経営の考え方

山地災害防止タイプ

① 主に土砂の流出・崩壊の防備等山地災害防止機能の発揮を第一とする森林
〔土砂流出･崩壊防備エリア〕

・針広混交林になっている森林は現状を維持
・天然力の活用により更新が可能な場合は育成複層林又は天然生林へ導くための施業を実施
・人工林は、択伐、間伐等により針広混交林への誘導に努力

② 風害･濃霧等の気象害による居住、産業活動に係る環境の悪化の防備を第一とする森林
〔気象害防備エリア〕

・人工林は育成単層林又は育成複層林に導くための施業
・天然林は育成複層林又は天然生林に導くための施業

自然維持タイプ

○ 原生的な森林生態系や希少な生
物の生育・生息する森林など属地
的な生物多様性保全機能の発揮を
第一とする森林

・原則として現況の森林を維持する
ことを目的とした天然生林に導く
ための施業（自然の推移に委ねる
管理）

・原生的な森林生態系を有する森林
を保護林として管理

※ 木材生産機能
・林相の維持・改良など公益的機能の維持･発揮のために必要な施業の結果で、伐採・搬出

される木材の有効利用、機能発揮に支障を及ぼさない範囲で齢級構成の平準化や地域
ニーズ等に応じて伐採を計画的に行うことにより木材を供給

水源涵
養タイ
プ

○ 水源のかん養の機能の発揮を第一とする森林
・人工林は伐期を長期化し、伐採を行う場合は伐採箇所のモザイク的配置に留意し

つつ小面積分散型の施業
・水源の保全等に必要な森林は育成複層林へ導くための施業。周囲の母樹の生育状

況から天然更新が見込める場合は択伐等により積極的に広葉樹等を導入
・天然林は育成複層林又は天然生林へ導くための施業

森林空間利用タイプ

○ 保健、レクリエーション、文化機能の発揮を第一
とする森林

・天然林は天然生林へ導くための施業
・人工林は育成複層林へ導くための施業、間伐等に

よる針広混交林化を推進
・自然観察等に適した森林の造成や修景伐などを推

進
・レクリエーションの森は広く国民に開かれた利用

の場として提供

快適環
境形成
タイプ

○ 快適な環境の形成の機能の発揮を第一とする森林
・騒音又は大気浄化に有効な森林の幅を維持するため､原則として育成複層林へ導く

ための施業

＜参考２＞
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